
令和8年6月12日

西区地域振興課
質問
番号

資料名等 ページ・項目 質　問　内　容 回　　答

1 公募要項 ５ページ
４(4)ウ 施設運営収
入

基本開館時間内において、書道や工作などの文化系のプログ
ラムサービスを提供する場合、スポーツ教室等に含まれ指定
管理事業としてよいのでしょうか。それとも自主事業となる
のでしょうか。

指定管理事業としてください。

2 公募要項 ５ページ
４(4)オ 維持管理運
営事業費用

正確な維持管理運営事業費用算出のため、電気・建築・空
調・給排水衛生設備の竣工図書を開示して頂きたい。

別添資料「関係図面」参照
※本資料については、以下の通り提供します。ご希望の場合
は、次の通りメールにてご連絡ください。
（メール件名）
　西スポーツセンター資料提供希望（団体名）
（本文には次の情報を必ず記載）
　①団体名（会社名等）・担当者（所属・氏名）
　②提供を希望する資料の質問番号
　③資料送付先メールアドレス
（連絡先）ni-shiteikanri@city.yokohama.lg.jp
（受付期間）令和８年６月12日(金)から６月17(水)17時まで

3 公募要項 ５ページ
４(4)オ 維持管理運
営事業費用

正確な維持管理運営事業費用算出のため、更新等が反映され
ている、設備台帳または各機器のメーカー一覧を開示して頂
きたい。

別添資料「設備台帳」参照
※本資料の提供方法は、質問２回答と同じです。

4 公募要項 ５ページ
４(4)オ 維持管理運
営事業費用

正確な維持管理運営事業費用算出のため、建物内の各居室の
床面積・窓ガラスの平米数をご教示頂きたい。

部屋の床面積は業務の基準に記載の通りです。窓ガラスの平米
数をまとめた資料は有りません（質問７の図面等で確認してく
ださい）。

5 公募要項 ５ページ
４(4)オ 維持管理運
営事業費用

正確な維持管理運営事業費用算出のため、指定管理者から再
委託している再委託先を開示頂きたい。

指定管理者が再委託している事業者名等は、指定管理者の事業
計画書・事業報告書に掲載されています（公募ページから閲覧
可能です）。

6 公募要項 ７ページ
４(4)コ 管理口座

管理口座について、
「1施設当たり1口座を原則とします」と記載がございます
が、弊団体は会計システムにより、各施設の事業区分ごとに
収入と支出を明確に分けて適切に管理を行っています。この
場合、1施設に1口座を設けなくてもよろしいでしょうか。

市の基準では「1施設当たり1口座」を原則としております。実
施困難な場合は、しかるべき時点で調整させていただきます。

7 公募要項 19ページ
５ (4)応募手続きに
ついて
①申請書類

役員について、申請書類提出締切日の翌日付で役員が変更と
なる可能性があります。申請書類の提出は、旧役員で提出さ
せていただき、役員変更が確定したら新役員の書類を差し替
えとして提出することに問題はないでしょうか。また、様式
２－２共同事業体の結成に関する申請書について、結成日時
点での役員としてよろしいでしょうか。

応募書類提出時は、応募書類の受付期間の最終日時点の情報に
て役員関係の書類を提出してください。

8 公募要項
応募関係書類

19ページ
５ (4)応募手続きに
ついて ①申請書類
エ 役員等氏名一覧
表（様式3）

直近で株主総会を予定しており、受付期間の最終日時点での
情報にて提出することができません。提出に際しては一旦ご
用意できる書類にて提出させて頂き、後日「受付期間の最終
日時点の情報」のものを再提出とさせていただく方法でもよ
ろしいでしょうか。

役員等氏名一覧表は受付の最終日時点の情報を記載して提出して
ください。（受付の最終日以降に役員の変更を予定している場
合は、質問７の回答参照）

9 公募要項
応募関係書類

19ページ
５ (4)応募手続きに
ついて ①申請書類
キ 履歴事項全部証
明書（法人のみ）

応募書類の受付期間の最終日時点の情報がわかるものとの但
し書きがございますが、直近で株主総会を予定しており、受
付期間の最終日時点での情報にて提出することができませ
ん。提出に際しては一旦ご用意できる書類にて提出させて頂
き、後日「受付期間の最終日時点の情報」のものを再提出と
させていただく方法でもよろしいでしょうか。

応募書類の受付期間の最終日時点の情報にて書類を提出してく
ださい。（本来、応募書類の差し替えは認められませんが、履
歴事項全部証明書に限り、役員等の変更が応募締め切り日間近
のため最新の書類の入手が困難な場合は、変更前の書類を提出
のうえ、受付期間の最終日時点のものは入手次第、速やかに再
提出してください。）
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10 公募要項
応募関係書類

19ページ
５ (4)応募手続きに
ついて ①申請書類
シ 労 働 保 険 （ 労
災・雇用）の加入を
確認できる書類

東京労働局発行の【労働保険料等に係る口座振替結果のお知
らせ】ハガキの写しでもよいでしょうか。

構いません。

11 公募要項
応募関係書類

20ページ
５ (4)応募手続きに
ついて ②提案書類
様 式 21 収 支 予 算
書

費用項目において、販売広告費がございません。必要に応じ
て項目の内容を変更させていただいてもよろしいでしょう
か？
例：「会議賄費」を　「販売広告費」に記載変更　など

様式21中「④維持管理運営費用」の「その他」に１項目立てて
記載してください。

12 業務の基準 ５ページ
第2・1 (4)利用区分
イ 延長利用区分

延長利用区分の早朝の設定について、7:30～11:00となってい
ます。基本利用区分と延長利用区分を合わせた利用区分の設
定が可能という理解でよろしいでしょうか。

正しくは、「早朝」は「７時30分から9時まで」になります。
※修正した業務の基準を再掲しました。

13 業務の基準 17ページ
第2・5 駐車場
(2) 管理業務

車路管制装置等について、現在の指定管理者がリース契約に
より設置しているとありますが、現在の年間リース料をご教
示ください。

別添資料「リース契約等一覧」をご参照ください。

14 業務の基準 21ページ
第3・3 備品管理業
務
(3) 備品台帳

指定管理者制度における実務手引き、P29「(2) 消耗品の管
理」に、「取得価格（消費税込・付随費用を含む。）が10万
円未満の物品は、備品の性質を有していても消耗品として扱
うことが可能です。」と記載がございます。
備品・消耗品の取得価格の基準があればお示しください。

10万円未満の物品について、取得価格３万円以上のものは、引
き続き備品と同等の管理（所定の帳簿（備品台帳）による管
理）を行うこととしています。

15 ・その他（備
品台帳）

参考資料に示される備品台帳について、区の備品（Ⅰ種備
品）と指定管理者の所有する備品（Ⅱ種備品）の内訳をご教
示ください。
もしくは、示される備品台帳にⅡ種備品が無いなど不足があ
る場合は、一覧をご教示ください。

備品台帳に掲載の物品は区の備品（Ⅰ種備品）のみになります
（質問14回答の10万円以下の物品含む）。
Ⅱ種備品については、別添資料「Ⅱ種備品等一覧表」を参照し
てください。
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